
平成２３年１２月２８日

関東東北産業保安監督部東北支部

福島日石株式会社に対する液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律第８２条第１項に基づく報告徴収について

関東東北産業保安監督部東北支部（以下「当支部」という。）は、液化石油ガス販売事業

者である福島日石株式会社福島営業所に対して、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律に基づく立入検査を行った結果、不適切な保安業務の委託が行われていたこ

とを確認しました。

このため、同社に対して速やかに改善するとともに、当該委託件数及び今後の対応等につ

いて報告するよう指示しました。

１．事実関係

当支部は、平成２３年１１月２４日に福島日石株式会社福島営業所（福島県福島市）に対し、

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号、以下

「法」いう。）第８３条第１項及び第２項に基づき立入検査を行った結果、以下の法令違反の

事実を確認しました。

・同社福島営業所において、法第２７条第１項に基づき、液化石油ガスを供給している消費者

に対して４年に１回以上実施することが義務づけられている定期供給設備点検及び定期消

費設備調査を当該点検及び調査を行うことができない者に委託して行っていた。

・同社米沢営業所（山形県米沢市）において、法第２７条第１項に基づき、液化石油ガスを供

給している消費者に対して６ヶ月に１回以上又は１年を超えない範囲で行う充てん作業時

に実施することが義務づけられている容器交換時等供給設備点検を当該点検を行うことが

できない者に委託して行っていた。

２．報告徴収の概要

当支部は、本日、同社に対して、法第８２条第１項の規定に基づき、以下の事項について、

平成２４年１月３１日までに報告するよう指示しました。

（１）福島営業所における定期供給設備点検及び定期消費設備調査、並びに米沢営業所におけ

る容器交換時等供給設備点検を行うことができない者に委託していた経緯及びその理由

（２） 委託件数、実施者及び実施者の有する資格等

（３）法令に基づき提出のあった液化石油ガス販売事業報告の内容が事実と異なっていた理由

（４）福島営業所における定期供給設備点検及び定期消費設備調査票において、保安業務の実

施者が事実と異なっていた理由



（５） 今後の対応及び改善状況
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